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26,479円  3.72％�

271,736円  38.22％�

45,456円  6.39％�9.96％�

13,459円  1.92％�

44,778円  6.38％�
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成人病検査・各種検診��
1,315円�

保養所利用助成��
1,961 円�

球技大会助成��
354円�

特定健康診査等��
628円�

人 間 ド ッ ク��
14,288円�

健康図書・広報��
167 円�

その他（保険者業務費用）��
115円�
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COMMUNITY  SQUARE

COMMUNITY  SQUARE
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特特特特例例例例にににによよよよるるるる退退退退職職職職共共共共済済済済年年年年金金金金及及及及びびびび老老老老齢齢齢齢基基基基礎礎礎礎年年年年金金金金
のののの繰繰繰繰上上上上げげげげ請請請請求求求求ににににつつつついいいいてててて

年金係からのお知らせ
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「地共済年金情報Webサイト」では、組合員または組合員であった方のご自身の年金見込額等の
年金個人情報が確認できます。

イイイインンンンタタタターーーーネネネネッッッットトトトでででで将将将将来来来来のののの年年年年金金金金見見見見込込込込額額額額等等等等をををを
閲閲閲閲覧覧覧覧ししししててててみみみみまままませせせせんんんんかかかか
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高高高高知知知知共共共共済済済済会会会会館館館館へへへへのののの声声声声ををををおおおお寄寄寄寄せせせせくくくくだだだだささささいいいい
いつも高知共済会館COMMUNITY SQUAREをご利用いただきまして、誠にありがとうございます。
高知共済会館は、昭和５９年のオープン以来、市町村職員の福利厚生施設として組合員の皆様のニーズ
に対応すべく運営してまいりましたが、施設の老朽化に加え、利用者が減少してきたことから年々施設収入が
減少していました。
そのため、平成２１年から共済組合の理事長及び理事で構成される「共済会館運営審議会｣において、建

物の老朽化対策や施設の経営改善について検証が行われ、今後の共済会館の運営の見直しについて議
論を重ねてまいりました。
その結果、民間会社から支配人・副支配人・料理長を招き、運営方法を改善し、設備についても利用客に
快適に過ごしていただけるよう一定の改修を行い、平成２２年に『高知共済会館　COMMUNITY
SQUARE』としてリニューアルいたしました。
１階には、県下３４市町村の観光・物産・イベント情報をご案内するスペース『フェスタフェスタ』を設けてお客

様をお迎えしています。
現在も継続して共済会館運営審議会を開催し、施設経営・運営方法の検証と更なる共済会館のあり方に
ついてご審議いただいています。
リニューアル以降４年が経過し、おかげさまで宿泊・会議・宴会・レストランの全部門において、組合員の皆様

のご利用、そして下表のとおり営業実績を伸ばすことができています。

つきましては、今後の共済会館の運営を検討するにあたり、宿泊等ご利用の際にアンケート用紙に
ご記入していただいた方もいらっしゃいますが、組合員の声を運営審議会に反映させていきたいと考
えていますので、お忙しいところ恐れ入りますが、下記の方法いずれでも、無記名で結構ですので、
８月４日(月)までに、利用した感想も含めて、ご意見・ご要望をお寄せください。

【高知共済会館への声】
………………………………………………………………………　キ　リ　ト　リ　セ　ン　………………………………………………………………………

施設収入の推移 (単位：円)

郵送　　　〒７８０－０８７０　高知市本町５丁目３－２０
高知県市町村職員共済組合　総務課　宛
※所属所の共済事務担当者に預けていただいても結構です。

FAX ０８８－８２３－５２７０
Eメール　 soumu@kochi-cs.jp     

お問い合せ電話：０８８－８２３－３２１３(総務課)  

21年度 22年度 23年度 24年度 25年度
宿泊料 42,548,286 62,277,811 62,963,597 69,082,565 71,398,132
飲食料 45,983,865 51,866,197 50,791,445 56,940,900 57,386,545
使用料 697,558 1,072,141 929,519 999,280 1,175,190
利用料 21,416,922 22,850,417 23,247,440 25,020,364 26,494,123
その他 8,426,273 11,156,469 11,418,323 11,973,467 12,286,985
合計 119,072,904 149,223,035 149,350,324 164,016,576 168,740,975



（13）

文文文文化化化化教教教教養養養養講講講講座座座座をををを開開開開催催催催ししししままままししししたたたた！！！！！！！！
去る６月７日（土）高知共済会館にて、本年度１回目の文化教養講座を開催しました。
この講座は、「食と健康」をテーマとし、それぞれの専門家に講演・講習をご依頼し、組合員（会
員）及び被扶養配偶者の知識や教養を高めていただくために企画された講座です。次回１０月４日の
講座開催の際にも、みなさまの参加をお待ちしております。

○講演『健診結果を活用した「血管のアンチエイジング」』

高知市健康福祉部　北川ひとみ（保健師）様、久保充美（保健師）様を講師にお招きし、健診結果
を用いた生活改善を題材に講演を行いました。

○テーブルマナー講習

ñグリーンホスピタリティマネジメント　永田部長　を講師とし、フルコース（洋食）時のテーブ
ルマナーに関する注意点等について講習を行いました。

Table Manners Menu
豚スネ肉のテリーヌサラダ仕立て
グリンピースの冷たいスープ

天魚のムニエル アオサ入り白ワインソース
香草を纏わせローストした仔羊と牛ロースの

グリル 日本風のソースで
季節のフルーツとケーキ
パン・コーヒー

【参加者の皆様の感想】（参加者５３名）

健診結果の見方やその改善方法などとてもわかり
やすく講演していただき、今日の講演を時々思い出
しながら生活していこうと思いました。

ちりめんじゃこにＬＤＬコレステロールが多いということを知らなかった。毎朝食べている母
のＬＤＬコレステロール値が高い原因がわかった気がします。

管理栄養士の仕事をしているため、栄養指導の際
に参考にできそうな内容も学ぶことができ、とても
充実した講義でした。

今回の講義、とても参考になりま
した。食事の仕方を改めて考えさせ
られました。

健診結果を見ながら講義を受けた
ことが初めてでとても参考になり、
現状を見直していこうと思います。
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人人人人間間間間ドドドドッッッッククククをををを利利利利用用用用ししししてててて
特特特特定定定定保保保保健健健健指指指指導導導導のののの該該該該当当当当ににににななななっっっったたたた方方方方へへへへ
4月号の広報でもお知らせいたしましたが、短期人間ドック助成事業を利用して人間ド
ックを受診し、基準値をオーバーした方は、必ず特定保健指導を利用いただくことにな
っております。※高血圧・糖尿病・脂質異常症の服薬、治療中の方は除きます。
健診機関からは、特定保健指導を利用していない方のリストとその理由をいただいて
おりますが、本年度においても「忙しい」「自分で取り組む」などの理由で利用されてい
ない方がいらっしゃいます。
くり返しになりますが、短期人間ドック利用助成事業と特定保健指導はセットとした
事業として取り扱っておりますので、必ずご利用ください。
特定保健指導により、中長期的には疾患の重症化の抑制による医療費の軽減が見込ま
れますし、利用率が後期高齢者支援金にも影響してくるため、掛金（保険料）の上昇を
抑えることができると考えています。

○特定保健指導とは

保健師や管理栄養士などの専門家の支援を受けながら、生活習慣を改善するためのプ
ログラムです。

○保健指導の内容

保健師や管理栄養士と面接が行われ、生活習慣の改善目標と計画を立てます。

【参加者の皆様の感想】

大変楽しくいただきました。
永田さんもすてきで良かったと思いました。

ざっくばらんな会話の中にも、ポイント
をしっかり教えていただきました。次回は
同僚と一緒に参加したいと思います。

初めての参加でしたが、とても勉強になり
ました。皆で和気あいあいとした中で先生も
とても親切に教えていただき良かったです。

イタリア方式でパスタとか日本式などの
テーブルマナーもしてみたいです。
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被被被被扶扶扶扶養養養養者者者者のののの資資資資格格格格確確確確認認認認調調調調査査査査をををを行行行行いいいいまままますすすす
被扶養者として認定されている方が、現在も被扶養者の要件を満たしているかを確認
するため被扶養者資格確認調査を実施します。
法に基づく適正な被扶養者の認定を行っていくうえで不可欠な調査ですので、組合員
の皆様のご理解とご協力をお願いいたします。調査時期については、８月を予定してい
ます。

○調査対象者（検認対象者）

19歳（本年度中）以上の被扶養者及び18歳以下の扶養手当不該当の者。
ただし、次のAまたはBに該当する者は、調査対象から除きます。
A平成２６年１月以降に認定された者
B平成２６年４月以降に継続認定の手続きを行った者

○調査方法

該当する組合員に対し、共済組合から「被扶養者資格確認届書」をお送りしますので、
必要事項を記入のうえ確認書類を添付して、所属所の共済事務担当課（係）へ提出して
ください。

○調査に必要な書類

被扶養者の状況により、確認書類が必要となります。
扶養手当が支給されていない被扶養者の場合は、世帯全員の住民票を提出していただ

きます。別居の被扶養者がいる場合は、その者の住民票も合わせてお願いします。
※ただし、『地区民生委員の証明』がある場合は住民票は不要です。

（例）東京で就職活動している２４歳の長男を扶養している場合の添付書類
・長男の世帯の住民票の写し（住民票を移していない場合は、組合員世帯の住民票
の写し

・仕送り額のわかる、組合員または被扶養者の預貯金通帳の写し、振込受領書、Ａ
ＴＭの利用明細等（平成２５年１月～平成２６年７月分）

・その他、アルバイト活動の状況などにより必要になる書類があります

主な添付書類（注意事項）一覧
調査対象者が複数の項目に該当する場合は該当するすべての添付書類の提出が必要で
す。扶養手当が支給されていない被扶養者の場合は（学生を除いて）住民票の添付また
は、地区民生委員の証明が原則として必須です。
※一覧に記載されていない書類でも、必要に応じて提出いただくことがあります。
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認定取消しになる場合
●就職等により他の健保組合、共済組合等の健康保険に加入した場合
●他の者の被扶養者となった場合
●障害年金等（遺族年金を除く）の公的年金未受給の方で、パート・アルバイト等の収
入が年額130万円（月額108,334円）以上ある方
●雇用保険の失業給付を受給（日額3,612円以上）している方
●年金額あるいは年金と他の収入を合わせた額が認定基準額（180万円）以上ある方
●父母合算により認定基準額を超えたとき
・父母ともに障害年金等（遺族年金を除く）の公的年金を受給していない…221万円
・一方が障害年金等（遺族年金を除く）の公的年金を受給している…263万5千円
・父母ともに障害年金等（遺族年金を除く）の公的年金を受給している…306万円

○提出期限

所属所の定める期限までに、所属所の共済事務担当課（係）へ提出してください。

○注意事項

調査（検認）時に「組合員被扶養者証」の提出は必要ありません。
調査により被扶養者の要件を満たしていないことが判明した場合は、要件を欠いた日
に遡って認定を取消すことになりますので、速やかに取消の手続きを行ってください。
この場合、取消日以降に受診された医療費について返還していただくことになりますの
でご留意ください。

※調査実施に関する詳細は、皆様のお勤め先の共済事務担当課（係）を通じて別途お知らせいた
します。

▽次ページからの被扶養者資格点検もご確認ください。

調査対象者 提出書類（注意事項）

扶養手当不該当の子 配偶者の給与明細票、自営業の場合は確定
申告書（控）および収支内訳書の写し

学生ではない18歳以上で無職・無収入の方
（年金受給者を除く） 平成25年分所得証明書

学生 学生証の写しあるいは平成26年4月以降に
交付された在学証明書

年金受給者 最新の年金改定通知書の写しあるいは最新
の年金額のわかる送金通知書の写し

父母で一方が被扶養者になっている場合 父母それぞれの収入が確認できる書類

パートまたはアルバイト収入のある方 平成25年分源泉徴収票の写しおよび平成26
年1月から7月の給与明細の写し

事業収入等（農業・商業・不動産その他）
のある方

平成25年分確定申告書（控）および収支内
訳書の写し
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平成25年4月診療分から平成26年3月診療分でジェネリック医薬品への切替削減額をみてみると、�
毎月すこしずつ増加し、累計削減額は2,899,502円となっています。�

ジェネリック医薬品に切り替えた方の割合は、発送人数の15.7％となり、年代別でみると50歳代の方が�
最も多く129人が切り替えています。�
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※切替不可額＋ジェネリック利用額＋切替可能額＝総薬剤費となります�

組合員及び被扶養者が交通事故などの第三者行為によりケガをした場合でも、事前に共済組
合に連絡をしていただくことにより、組合員証等を使用して治療を受けることが可能です。共
済組合が組合員に代わって負担した費用については、損害賠償請求権を代位取得し保険会社等
に請求します。

◎示談の取り扱いについて
組合員証で治療を受けている間に示談をする場合、加害者と不利な示談をすると共済組合は
これらの費用を加害者に請求することができなくなり、組合員本人に負担していただく場合も
ありますので、あらかじめ共済組合までご連絡ください。

◎提出書類（ホームページに掲載しています）
・損害賠償申告書　　　　・事故発生状況報告書
・念書（被害者） ・誓約書(加害者)
・加害者調書　　　　　　・診断書 (コピー写し可)
・示談書成立報告書　　　・警察の事故証明書（原本）
※事前連絡がなくレセプト等（診療月の2ヵ月後）から判断し、傷病原因調査後、附加金等の
返還をお願いすることがありますので、必ず連絡をしてください。

第第第第三三三三者者者者のののの行行行行為為為為にににによよよよりりりりケケケケガガガガがががが発発発発生生生生ししししたたたた場場場場合合合合ににににはははは、、、、
必必必必ずずずず共共共共済済済済組組組組合合合合ままままでででで連連連連絡絡絡絡ををををししししててててくくくくだだだだささささいいいい！！！！

お願い

ジェネリック医薬品の差額通知による効果測定の結果をみてみますと、１年をかけて徐々にではありますがジェネリック
医薬品の利用が増え、削減額もあわせて増加しています。
ジェネリック医薬品への切替えは、自己負担額の軽減のみでなく、医療費の適正化にもつながります。そのため、共済
組合では薬剤費の節減に効果があると考え、引き続きジェネリック医薬品差額通知事業を継続していきます。
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普通貸付をご利用になりませんか？
今回は、貸付事業の普通貸付について紹介させていただきます。
組合員が臨時に資金を必要とするときに貸付けを受けることができます。ただし、生活費や他の借

入金の返済に充当する場合等は貸付けを受けることができません。
自動車やバイク、太陽光発電オール電化やテレビその他電化製品等（生活必需品、物を購入する場

合にご利用いただけます。）

※　提出していただくもの

貸付申込書・借入状況等申告書・借用証書・印鑑登録証明書・見積書（①見積日が申込日から2ヶ
月以内で、有効期限が記入されている場合は有効期限内のもの②組合員の名前がフルネームで記入さ
れているもの③会社の社判が押されているもの）、金融機関に借入れがある場合は、借入れた金融機
関名・組合員氏名・償還金額が記載されているものを添付し、所属所担当者を通じて提出してくださ
い。

※　貸付限度額・返済期間

貸付限度額は貸付申込み時の給料月額の６ヶ月分以内で最高２００万円まで。返済期間は借入れ金
額によって異なりますので、共済組合貸付係にお問い合わせいただくか、共済組合のホームページを
ご覧ください。
毎月の弁済額の合計が、貸付申込み時の給料月額の３０％以内、年間償還額の合計が年収額の３

０％以内である必要があります。３０％を超える場合は貸付けを行うことができません。

※　注意事項

申込書の締切日は毎月５日（休日の場合は、その前の直近営業日）となります。
貸付金の送金日は、貸付申込書に記載している「第１回」「第２回」「第３回」を選んでください。

普通貸付の未償還残高がある方は「第３回目」のみとなり、申込金額から残高を差し引いた金額を送
金します。未償還残高がある方で「第１回」「第２回」を希望される場合は、一括償還後に申込みを
してください。

その他の貸付種別

住宅貸付・在宅介護対応住宅貸付・災害貸付・特別貸付（入学・修学・医療・結婚・葬

祭）・高額医療貸付・出産貸付がありますので、ご利用ください。

※　便利な給料控除・年利2.66％

※利率は変動利率で
平成２６年７月現在のものです。
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自動車購買立替金制度をご存知ですか

※申込額が５０万円を超える場合は、連帯保証人が必要です。（連帯保証人は組合員期間１年以上の方）

自動車購買立替金は、自動車だけでなくバイクもご利用になれます。

注意点

・申込書の締切日は毎月１０日です

・振込日は貸付金の第３回と同じ日になります

・購入する自動車の使用者は申込人（または配

偶者）名義とする

・申込みは登録後２ケ月以内に限る

・個人の方から購入される場合はご利用いただ

けません

◆ご用意いただくもの◆

自動車購買立替金申込書

車検証のコピー

（250cc以下の場合は軽自動車届出済証又
は軽自動車税申告書）

（125cc以下の場合は原動機付自転車標識
交付証明書）

戸籍謄本（使用者名義が配偶者の場合のみ）

◆ご利用いただける方◆

組　合　員

（現在自動車購買立替制度をご利用い
ただいている方は対象外となります）

◆ご融資金額・返済期間◆

３００万円以内・６年以内

（毎月の返済金額が基本給の３０％以内）

年利

３.０％

便利な

給料控除

※利率は変動利率で
平成２６年７月現在のものです。

共共共共済済済済組組組組合合合合のののの指指指指定定定定店店店店ででででおおおお買買買買いいいい物物物物ををををししししまままませせせせんんんんかかかか？？？？
分割で支払っても手数料は必要ありません！！(旅行のみ3%の手数料がかかります。)

指定店で購入して物資をご利用の場合、購入金額が支払い総額となります。

【購入例】指定店で120,000円の家電を購入し、物資の毎月均等払いと
するとき。（ボーナス併用もあり）

【返済例】5,000円×24回払＝120,000円
※返済回数は金額により変わります。
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〈 キ　リ　ト　リ　セ　ン　〉
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～ 新 規 加 入 者 募 集 中 ～
積立貯金を始めませんか？市中金融機関と比べると高利率で大変有利です！
毎月のお給料とボーナスから天引きされるので、知らず知らずの間に貯金を増やせます！ま

た天引き以外にも臨時積立としていつでも預け入れできます！
ご入用の際は月２回の払戻日のうちどちらか１回払戻しができ、払戻請求書を所属所担当者

に提出いただくだけで、登録口座へ送金しますので簡単・安心です！
将来に備えて、何かの購入に向けて、皆さんの目的に合わせてお役立てください。

ぜひこの機会に簡単・便利・安心で有利な積立貯金をご利用ください!!
※ご希望の方は下段の申込書に必要事項をご記入の上、共済事務担当者までご提出ください。

現在、積立新規加入者にクオカード（１０００円分）進呈中！！

○今後の払戻しのスケジュール

※締切日は当日必着完備（FAX不可）の取扱となります。不備による再提出が締切日を過ぎますと
次回分に繰り下げとなりますのでお急ぎの場合などは特にご注意ください。

8月 9月 10月 11月
1回目 2回目 1回目 2回目 1回目 2回目 1回目 2回目

締切日 6日 20日 4日 17日 6日 21日 5日 18日
送金日 15日 28日 16日 29日 16日 30日 14日 27日

年利

1.35％
積積積積立立立立貯貯貯貯金金金金をををを始始始始めめめめまままませせせせんんんんかかかか？？？？
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